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◎ 措置入院の場合、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）に基づく精神障害のために自傷・他害の恐れのある者の通報等は、その

多くが、同法２３条（警察官の通報）、同法２４条（検察官の通報）であり、通報

等に基づく措置診察の実施、入院措置を行う自治体（措置元自治体）は、当該対象

者が保護、拘留等されている警察署、検察庁等の所在する自治体が行うことになる。 

◎ このため、措置元及び対象者の帰住先が、広島県と本市の所管に跨り、退院後支

援の計画の作成等に関し、連携を必要とするケースが発生する。 

◎ そこで、本ガイドラインの作成・修正・更新にあたっては、広島県のガイドライ

ンとの整合性を図り、本ガイドラインで定める各種様式は、広島県と広島市で同様

の帳票等を用いることとする。 


